
１ 

「久喜都市計画事業栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理事業に係る町界町名変更（案）」に対する意見への回答 

意見 

番号 
意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 計画案への反映 

１ 

町界町名については、今のままで良いと思います。 現在の町界町名を存続して新地番を付設すると、飛

地が残ったり宅地内に町界が生じたりすることから、

住民の日常生活等に支障が生じる事が考えられます。 

区画整理区域内については、今後に予定する事業完

了手続きの換地処分に併せて町界町名を変更する必要

がございます。 

原案どおり。 

２ 

今まで駅西と言われ続けていたので、「西」にして、

「何丁目何番地」と区割をはっきりとすれば良いと考

えます。 

新しい町界町名の決定につきまして、当地区では、地

元区長、自治会長や土地区画整理審議会会長６名から成

る栗橋駅西（栗橋地区）土地区画整理事業に係る町界町

名検討会（以下「検討会」という。）が組織されました。 

検討会では、一つの丁目の街区を概ね 10ha前後で設

定すること、歴史ある地名であり、現在も使われてい

る伊坂、松永を残すこと、現在行政区・自治会として

伊坂一丁目から八丁目まで組織されているため、これ

らと混同しないよう栗橋駅を中心に、方位等である北、

中央、南を伊坂の後に付けること等を基本方針として、

２案を選定し、他のご意見も伺えるような形で、アン

ケート調査を実施しております。このアンケート調査

の結果を踏まえて、町界町名案が決定され、市へ要望

書として提出されました。 

市といたしましては、地域の皆様のご意見を踏まえ

て決定されたものであることから、本案を町界町名案

と決定したところです。 

原案どおり。 



２ 

 

意見 

番号 
意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 計画案への反映 

３ 

商店もない状態で中央と言うのは、どうかと思いま

す。北はどうしてこうなったのでしょうか。元々、北

という番地ではありません。東西南北で決めるのであ

れば駅西です。 

 ２番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

４ 
今のままで良いです。番地が分かりづらいため、地

番（番号）だけしっかり決めれば良いと思います。 

 １番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

５ 現在地、久喜市伊坂のままを希望いたします。  １番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

６ 

変更とするならば番地さえ正確であれば、西だけを

加えれば問題ないと考えます。久喜市西伊坂でお願い

します。 

 ２番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

７ 

アンケート調査で半数にも満たないまま決定するの

でしょうか。大変疑問です。 

 検討会が実施したアンケート調査は、関係権利者全

員を対象として、調査を実施しており、市としまして

は、調査結果を十分尊重させて頂きたいと考えます。 

原案どおり。 

８ 

最初の時点で自治会における代議員以上の役員だけ

で話を進めていて、約７０名の組長とその組成員 

約７００世帯に全く話を通さなかったという、このや

り方はあまりにも自分達の勝手な自分達の都合の良い

決定案としか言い様がありません。 

 町界町名（案）を決定するについては、関係権利者

が約 1,300人と多数であるため、検討会として２案を

選定し、アンケート調査により権利者全ての意見を伺

う方式を採用しております。また、２案以外の案につ

いても、その他として記載する項目を設けて調査を実

施し、それらの意見も検討しております。市としまし

ては、地域の皆様の意見を反映した形であると考えま

す。 

原案どおり。 

 

 

 



３ 

 

意見 

番号 
意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 計画案への反映 

９ 

市町村合併により、長い旧住所名（北葛飾郡栗橋町

伊坂○○番地）が短く久喜市伊坂○○番地に変更にな

り、殆どの住民が喜んだにもかかわらず、なぜ字数を

増やす住所表示に変えるのでしょうか。まさに先祖返

りであり、これは改善ではなく改悪だと思います。 

 ２番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

１０ 

町界町名案の地図を見ると、羽生街道から駅西に入

ってくるメイン通りを境に南が「中央」でその北側が

「北」という線引きはおかしいのではないでしょうか。

本来ならば、このメイン通りを中心に南へ○○ｍ、北

に○○ｍの地区を「中央」とすることが普通ではない

でしょうか。 

町界につきましては、道路からの一定距離で設定す

るということでなく、都市計画道路や区画道路、鉄道

等の恒久的な施設をもって定め、将来においても町界

が不明瞭とならないよう設定する必要があります。 

原案どおり。 

１１ 

現在、駅東側には、東○○丁目という至極当たり前

な住所名がありますが、何故に今回のこの駅西地区に

は「西○○丁目」が存在しないのでしょうか。摩訶不

思議な案だと思います。 

 ２番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

意見 

番号 
意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 計画案への反映 

１２ 

「北○○丁目」の「北」のイメージの悪さから被る

下記のマイナス点が考えられます。「北」は寒い・暗

い・陰気なイメージが強い（北風・陽が当たらない・

死人の北枕・等々）故に、この住所名が決定してしま

うと不動産（土地、貸家）の価格・家賃に影響がでて

くると考えます。例えば、中央１丁目と北１丁目に同

じ立地条件の物件があった場合（土地ならば駅からの

距離も坪数も坪単価もすべて一緒・アパートなら築年

数も間取りも家賃も全て一緒であった場合）違いは住

所名だけだったならば、大多数の人は、「中央１丁目」

の物件を選ぶのではないでしょうか。「北１丁目」の

物件が対等に勝負をするには「坪単価」、「家賃」の

値下げが必要になると思われます。このマイナス部分

の不利益を一体誰が補償（補填）してくれるのでしょ

うか。 

 市内におきましても、「北」が付く住所は他にもご

ざいますが、町名によって不利益が生じたという事例

は、聞き及んでおりません。 

 市では、国が示した固定資産評価基準に基づき、土

地の評価を決定しておりますが、評価方法につきまし

ては、国の公示価格の７割を目途とし、取引実績、駅

からの距離、生活環境等の様々な要因を考慮した鑑定

評価等を行うため、地名を理由として評価が変わるこ

とはございません。 

原案どおり。 

１３ 

現在、私の自宅からＪＲ栗橋駅のホームまで６分で

到着します。今回の「案」では私の住所は「北１丁目」

になってしまいます。この「案」の地図にある「中央

２丁目」の端の住人が駅のホームまでは少なくとも１

２分はかかるでしょう。私より倍以上かかる住民の住

所が「中央」で、明らかに駅に近い私の所が「北」で

ある。これでは納得できません。この「伊坂中央２丁

目」の町名は「西１丁目」の位置ではないでしょうか。 

２番の意見に対する考え方と同じ。 原案どおり。 

 


